
ク

々

○
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
表

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

内
閣
府
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、

行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
次
に
掲

げ
る
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務

（
内
閣
官
房
が
行
う
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
を
つ
か

さ
ど
る
。

一
～
十
二

（
略
）

十
三

科
学
技
術
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
振
興
を
図
る
た
め

の
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項

十
四

科
学
技
術
に
関
す
る
予
算
へ
人
材
そ
の
他
の
科
学
技
術

の
振
興
に
必
要
な
資
源
の
配
分
の
方
針
に
関
す
る
事
項

十
五

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
科
学
技
術
の
振
興
に

関
す
る
事
項

十
六

研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
創
出
（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
（
平
成
七

年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
の
総
合

的
な
整
備
に
関
す
る
事
項

十
六
の
二
～
十
七

（
略
） 改

正

案

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

内
閣
府
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、

行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
次
に
掲

げ
る
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務

（
内
閣
官
房
が
行
う
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
を
つ
か

さ
ど
る
。

一
～
十
二

（
略
）

十
三

科
学
技
術
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
振
興
を
図
る
た
め

の
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項

十
四

科
学
技
術
に
関
す
る
予
算
、
人
材
そ
の
他
の
科
学
技
術

の
振
興
に
必
要
な
資
源
の
配
分
の
方
針
に
関
す
る
事
項

十
五

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
科
学
技
術
の
振
興
に

関
す
る
事
項

十
六

研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
創
出
（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
（
平
成
七

年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
の
総
合

的
な
整
備
に
関
す
る
事
項

十
六
の
二
～
十
七

（
略
）

現

行

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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に
関
す
る
事
項

十
八
～
三
十
六

（
略
）

２
（
略
）

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項

の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

◎

Ｈ
刊
制
判
．
人
工
知
能
関
連
技
術
（
人
工
釧
謂
関
富
痢
術
呵
研

一
～
六
の
二

（
略
）

七
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
計
画
（
科
学
技
術
・

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
。
）
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七
の
二

科
学
技
術
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
見
積

り
の
方
針
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七
の
二
の
二

特
定
国
立
研
究
開
発
法
人
に
よ
る
研
究
開
発
等

の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
四

十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
国
立
研
究
開
発

法
人
に
よ
る
研
究
開
発
等
を
促
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方

針
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七
の
三

研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
創
出
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
の
総
合
的
な
整
備
に

関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律

総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
政
策

第
七
号
の
九
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の

第
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
三
項

十
八
～
三
十
六

（
略
）

２
（
略
）

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項

の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

0一
～
六
の
二

（
略
）

七
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
計
画
（
科
学
技
術
・

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
。
）
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七
の
二

科
学
技
術
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
見
積

り
の
方
針
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七
の
二
の
二

特
定
国
立
研
究
開
発
法
人
に
よ
る
研
究
開
発
等

の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
四

十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
国
立
研
究
開
発

法
人
に
よ
る
研
究
開
発
等
を
促
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方

針
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七
の
三

研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
創
出
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
の
総
合
的
な
整
備
に

関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）
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0

第
九
条
の
二

第
四
条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
並
び
に

第
三
圓
詞
判
国
司
馴
村
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
十
四
号
の
三
か

ら
第
十
四
号
の
四
の
二
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
（

同
条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号

馴
州
付
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
同
項
第
十
四
号
の

二
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
に
対
す
る
対
策
に
関
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
命
担

当
大
臣
を
置
き
、
当
該
事
務
を
掌
理
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
防
災
監
）

第
十
六
条
の
二

（
略
）

２
防
災
監
は
、
第
九
条
の
二
の
特
命
担
当
大
臣
を
助
け
、
命
を

受
け
で
第
四
条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
並
び
に
第
三

項
第
七
号
の
十
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
十
四
号
の
三
か
ら
第

十
四
号
の
四
の
二
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
（
同
条

廿
刎
刈
制

（
略
）

八
～
十
四
の
五

（
略
）

十
五

第
七
号
の
十
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

防
災
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
こ
と
（
他
省
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
・

十
六
～
六
十
三

（
略
）

’七
の
九

七
の
四
～
七
の
八

（
略
）

る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
に
関
す

第
九
条
の
二

第
四
条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
並
び
に

第
三
項
第
七
号
の
九
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
十
四
号
の
三
か

ら
第
十
四
号
の
四
の
二
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
（

同
条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
並
び
に
第
ゴ
忌
詞
調
匂
弓

の
九
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
同
項
第
十
四
号
の

二
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
に
対
す
る
対
策
に
関
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
命
担

当
大
臣
を
置
き
、
当
該
事
務
を
掌
理
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
防
災
監
）

第
十
六
条
の
二

（
略
）

２
防
災
監
は
、
第
九
条
の
二
の
特
命
担
当
大
臣
を
助
け
、
命
を

受
け
て
第
四
条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
並
び
に
詞
ヨ

凰
詞
羽
剴
到
馴
刈
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
十
四
号
の
三
か
ら
第

十
四
号
の
四
の
二
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
（
同
条

倒
刎
刈
刈

（
略
）

八
～
十
四
の
五

（
略
）

十
五

第
七
号
の
九
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

防
災
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
こ
と
（
他
省
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
・

十
六
～
六
十
三

（
略
）

七
の
四
～
七
の
八

（
略
）

（
新
設
）

〆
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ヨ

ザ

（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
事
務
局
）

第
四
十
条
の
四

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
事
務
局
は

、
第
四
条
第
一
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
及
び
第
十
七

弓
刎
‐
．
並
び
に
第
三
項
第
七
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
１
割
詞
。

割
刎
刈
及
び
第
四
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
～
４

（
略
）

附
則

第
二
条
の
二

第
四
条
第
一
、
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
同
条
第
一
項
第
十

九
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
の
十
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事

務
の
う
ち
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
‐
日
に
発

生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発

電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
第
三
項
及
び
附
則
第
三
条

の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
も
の

並
び
に
第
四
条
第
三
項
第
十
四
号
の
五
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い

て
は
、
内
閣
府
の
所
掌
事
務
と
し
な
い
。

２
（
略
）

３
第
九
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ

る
ま
で
の
間
は
、
同
条
の
特
命
担
当
大
臣
は
、
第
四
条
第
一
項

第
十
九
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
の
十
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ

第
一
・
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
の
十

及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
原
子
力
防
災
に
関
す
る

も
の
を
除
く
。
）
を
統
理
す
る
。

附
則

第
二
条
の
二

第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
同
条
第
一
項
第
十

九
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
の
九
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事

務
の
う
ち
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発

生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発

電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
第
三
項
及
び
附
則
第
三
条

の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
も
の

並
び
に
第
四
条
第
三
項
第
十
四
号
の
五
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い

て
は
、
内
閣
府
の
所
掌
事
務
と
し
な
い
。

２
．
（
略
）

３
第
九
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ

る
ま
で
の
間
は
、
同
条
の
特
命
担
当
大
臣
は
、
第
四
条
第
一
項

第
十
九
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
の
九
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ

（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
事
務
局
）

第
四
十
条
の
四

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
事
務
局
は

、
第
四
条
第
一
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
並
び
に
第
三

項
第
七
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
及
び
第
四
十
六
号
に
掲
げ
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
～
４

（
略
）

第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
の
九

及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
原
子
力
防
災
に
関
す
る

も
の
を
除
く
。
）
を
統
理
す
る
。
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る
事
務
の
う
ち
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
も
の
を

掌
理
し
な
い
。

“

〆

る
事
務
の
う
ち
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
も
の
を

掌
理
し
な
い
。

。
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